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令和６年度 第４回 綾川町農業委員会会議録 

 

農委告示 第７号 

令和６年度 第４回 農業委員会を次のとおり招集する。 

 

令和 6年 7月 24日 

  綾川町長 前田 武俊 

 

召 集  令和 6年 7月 24日 

場 所  綾川町生涯学習センター 

開 会  令和 6年 7月 24日  午前 10時 00分 

閉 会  令和 6年 7月 24日  午前  11時 10分 （会期１日） 

 

第１日目（7月 24日）     出席委員  18名 

1番 谷本 利信 8番 滝川 廣男 15番 横井 博美 

2番 笹川 武義 9番 三好 直樹 16番 長川 富雄 

3番 末長 憲二 10番 國重 義廣 17番 松岡 正広 

4番 長尾 清 11番 金滝 耕治 18番 松内 利和 

5番 西川 謙三 12番 川西 正廣 19番 藤重 英子 

  13番 丸尾 説男   

7番 佐藤 裕子 14番 福家 範行   

 

議事録署名委員 

      5番 西川 謙三  委員、  7番 佐藤 裕子  委員 

  

 欠席 

      6番 中島 美紀  委員 

 

公務のため出席した者の職氏名 

   事務局長 福家 勝己  副主幹 横井 邦洋  主査 岩部 有起   

 

傍聴人   人 

 

 

  

  



議 事 日 程 

  

令和 6年 7月 24日 

 

第 1  会期の決定について 

第 2  議事録署名委員の指名について 

第 3  議案第１号  綾川町農業委員会農地利用最適化推進委員の決定について 

第 4  議案第 2号  農地法第３条（農業委員会）について 

第 5  議案第 3号  農地法第５条（県知事）について 

第 6  議案第 4号  農地法第５条事業計画変更申請（県知事）について 

第 7  議案第 5号  基盤強化法第１９条（農用地利用集積計画の公告）について 

第 8  議案第 6号  農地中間管理事業法第１９条２項【農地利用集積計画一括方式】 

について 

第 9   報告第 1号  農地法第１８条（通知）について 

 

  



令和 6年 7月 農業委員会議事録 

 

午前 10時 00分  開会 

 

職務代理 

   みなさま、おはようございます。定刻が参りましたので、ただいまから令和６年度第 4回農業委

員会を開催します。出席者の方へのお願いです。携帯電話をお持ちの方は、本会開催中、マナーモ

ード若しくは、電源をお切りいただきますようお願いいたします。それでは、会長よりご挨拶お願

いします。 

 

会長 

   【挨拶】 

 

職務代理 

   ありがとうございました。続きまして、事務局よりご挨拶をお願いします。 

 

事務局 

   【挨拶】 

 

職務代理 

ありがとうございました。それでは、議事に移ります。議事進行につきましては、通例により、

谷本会長、議事進行をお願いします。 

 

議長 

   それでは議事に移ります。本日の欠席者は、 6番 中島 美紀 委員  1名です。よって、農

業委員出席者は、18 名です。会期の決定ですが、会期は本日１日限りといたします。なお、「議事

録署名委員の指名について」ですが、私の方で指名してよろしいでしょうか。 

 

委員一同 

はい。 

 

 

議長 

本日の議事録署名人には、5番  西川 謙三 委員 

 7番  佐藤 裕子 委員 を指名します。 

 

 

 

 



議長 

   本日の議案の審議に移ります。第１号議案について、事務局より説明願います。 

 

事務局 

   それでは、第１号議案「綾川町農業委員会農地最適化推進委員の決定について」 

説明します。 

   令和 6年１月 5日から 2月 7日までで、20名の応募・推薦がありました。 

綾川町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例第３条に「推進委員の定

数は、20人とする」と、なっております。 

また、綾川町農業委員会農地最適化推進委員は、農業委員会が委嘱することとなっております。

応募・推薦がありました推進委員を、区域別にご報告します。 

 

昭和１ 高崎 浩之 昭和１ 三好 正晃 昭和２ 長尾 豊弘 

昭和２ 片岡 等 陶 香川 秀範 陶 大芝 博信 

陶 福家 棟貴 陶 原 拓也 滝宮１ 津村 剛志 

滝宮２ 大野 政則 羽床１ 鈴木 博文 羽床２ 楠原 徳大 

枌所 森本 廣隆 枌所 中内 義男 西分 岡田 行夫 

山田１ 山口 守 山田２ 藤本 浩二 山田３ 岡田 峯男 

羽床上 泉谷 幸一 羽床上 岡田 幸彦   

 

また、区域名、区域を構成する地域及び定数としましては、 

    昭和１ 畑田全域 ２名、 昭和２ 千疋全域 ２名、 陶 陶全域 ４名、 

滝宮１ 滝宮全域 １名、 滝宮２ 萱原全域・北全域 １名、  

羽床１ 小野全域 １名、 羽床２ 羽床下全域 １名、 

枌所 枌所東全域・枌所西全域 ２名  西分 西分全域  １名、 

山田１ 山田上全域 １名、 山田２ 山田下全域 １名、 山田３ 東分全域 １名、 

羽床上 羽床上全域・牛川全域 ２名 

 

合計２０名です。 

    

綾川町農地利用最適化推進委員として委嘱についてご審議をお願いします。 

 

議長 

以上のように事務局から説明がありましたが、議案第１号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 



議長 

   続きまして、議案第 2号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 2号、農地法第 3条の規定による許可申請について説明致します。農地法 3条とは農地

の所有権の移転や権利の設定・移転に関することで、主に売買や譲渡による所有権の移転に関す

る審査が多くあります。今月は 6件です。 

 

議案第 2号-1 

地 図： ■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明： 申請に至った理由ですが、譲受人は申請地の隣接地に居住しており、申請地は宅地と一

体となっている農地です。この度、隣接宅地を購入することになり、併せて農地部分も所

有権を移転することで両者の間で話がまとまり、本申請に至ったものです。 

譲受人には経営面積はなく農業経験もないものの、対象農地は 12 ㎡と非常に狭小な農地

で敷地の一角にあるため、管理ができる者は譲受人しかおらず管理自体も可能なものと考

えております。 

取得後の営農計画としては、花を予定しております。 

譲受人の農作業の従事予定日数は 180 日で、機械等の所有はありませんが面積が 12 ㎡で

あるため機械の所有も不要なものと考えます。また、花を作付けする計画であることから、

周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は 20m、徒歩で 1 分未満の同一敷地内にあることから、通作可能

な圏内に居住しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しな

いことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 2号-2 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明： 申請に至った理由ですが、譲渡人は労働力不足のため農地を手放すことを検討し、譲受

人に打診したところ、今後本格的に農業に専念し経営規模の拡大を考えていた譲受人との

間で意向が合致し申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積は、自作地が 10,804 ㎡あり、経営地については全て適切に維持管理さ



れています。 

取得後の営農計画としては、水稲を予定しております。 

譲受人の農作業暦は、30年、農作業の従事日数は、150日で、機械の所有状況については、

トラクター、コンバイン、耕運機、田植機、乾燥機、軽トラックが各 1台、農舎 100㎡あ

ります。 

また、水稲の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、0.6 ㎞、車で 3 分であり、通作可能な圏内に居住しているも

のと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当しな

いことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 2号-3 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明：  申請に至った理由ですが、譲渡人は県外に居住し農地の管理に苦慮しており土地の処

分を検討していたところ、譲受人との間で隣接する宅地を含めて申請地を取得すること

で話がまとまり、申請に至ったものです。今後、譲受人は隣接する宅地にある既存の建

物を取り壊したのち住宅を建て移り住む予定となっております。また、申請地は宅地と

一体となっておりますが、申請地部分は宅地ではなく農地として管理する必要があるこ

と指導しております。 

譲受人の経営面積はなく農作業歴もありませんが、申請地が宅地と一体になっているこ

とから宅地所有者以外が管理することは困難な条件となっております。取得後の農作業

の従事日数は、150 日を予定しており、機械の所有状況については、耕運機 1 台を譲り

受け所有しております。 

取得後の営農計画としては、野菜を予定しております。 

また、野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、20㎞、車で 20分であり、通作可能な圏内と判断できる 20

㎞以内に居住しているものと考えられます。また、取得後は隣接地に移り住むことから、

将来的にも管理可能なものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当し

ないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 2号-4 

地 図： ■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 無償譲渡 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 



譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明：  申請に至った理由ですが、譲渡人は県外に居住し農地の管理に苦慮しており処分を

含めて隣接農地を所有する親戚の譲受人に相談したところ、引き受けることで話がま

とまり、本申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積は自作地が 4,802㎡あり、経営地については全て適切に維持管理さ

れています。 

取得後の営農計画としては、野菜を予定しています。 

農作業の従事日数は、譲受人自身は高齢ということもあり 30 日の予定ですが、申請

地の近隣に居住する長男夫婦が協力することになっており、長男が 130日、長男の妻

が 150日の従事を予定しています。 

機械の所有状況については、トラクター、軽トラックを 1台、農舎 100㎡を所有して

おります。また、野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考え

ます。 

対象農地までの通作距離は、1.5 ㎞、車で 5 分であり、必要に応じて二男が送迎する

予定です。また、長男の住宅からの通作距離は 50ｍ、徒歩 1分であり、いずれにして 

も通作可能な圏内に居住しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当

しないことから、許可相当と考えます。 

   

議案第 2号 5 

地 図： ■■■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 50万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明： 申請に至った理由ですが、譲渡人は相続にて申請地を取得したものの自身は町外に

居住しているため管理に苦慮しており、農地の処分について譲受人に相談したところ、

譲受人が農地を購入することで話がまとまったため、申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積としては、自作地が 1,407㎡あり、経営地については全て適切に維

持管理されています。また、貸付地が 7,240㎡あるものの、基盤整備事業の区域内の

農地であり、地域として集積している担い手へ貸し付けている農地であることから、

農地の効率利用はなされているものと考えます。 

取得後の営農計画としては、ナバナを予定しております。 

譲受人の農作業暦としては、6年、農作業の従事日数は、100日で、機械の所有状況に

ついては、トラクターを 1台、軽トラックを 2台所有しております。トラクターに関

しては、申請地の管理用として現地にて保管しております。 

ナバナの作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、10 ㎞、車で 10 分であり、通作可能な圏内に居住してい



るものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当

しないことから、許可相当と考えます。 

 

議案第 2号 6 

地 図： ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

権利等： 所有権移転 有償売買 総額 13.5万円 

申請地： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲渡人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

譲受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

説明：  申請に至った理由ですが、譲渡人は相続にて申請地を取得したものの自身は町外に

居住し農業経験もないため管理が出来ず手放すことを検討していたところ、近隣に書

住する譲受人が取得し管理することで話がまとまり、申請に至ったものです。 

譲受人の経営面積はありませんが、5 年の農作業歴があり、申請地について従前の所

有者と共に管理に携わっていたことがあります。 

取得後の営農計画としては、野菜全般を予定しております。 

譲受人の農作業の従事日数は、210 日を予定しており、機械の所有状況については、

トラクター、草刈り機を 1台、農舎 100㎡を所有しております。 

また、野菜の作付け計画であることから、周囲への影響も無いものと考えます。 

対象農地までの通作距離は、一番離れた農地で 0.5 ㎞、徒歩で 10 分であり、通作可

能な圏内に居住しているものと考えられます。 

以上の理由により、農地法第３条第２項各号に照らしましたところ、これらには該当

しないことから、許可相当と考えます。 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

 

議長 

議案第 2号についてご質問はありませんか。 

 

川西委員 

   個人的に貸借されており、所有者が亡くなっている農地があるが？ 

 

事務局 

   現在は貸借権の設定が無いため、貸借は期間満了していたのではないか。 

 

議長 

その他に質問はありませんか。 

 



西川委員 

   農地取得を判断する基準については面積等の要件があったと思うが？ 

 

事務局 

    従前は、新規の方が農地を取得するためには、取得後経営面積が 4反以上でなければならな

かったが、令和 5年 4月の制度改正によって、下限面積が無くなった。 

   農業経験や計画性を総合的に審査することで、妥当性を判断することとしている。 

 

議長 

   その他に質問ありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

議長 

   続きまして、議案第 3号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 3号農地法第 5条の規定による許可申請 2件、および議案第 4号農地法第 5条事業計画変

更について説明します。 

   

議案第 3号-1 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■  

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

 用途   ： その他（■■■■■■■■） 

 施設の概要： 事務所・倉庫 2階建 1棟  61.28㎡ 

 申請事由 ： ■■■■■■■■ 

 説明   ： 【理由】 申請人は近隣で■■■■■■を３施設運営しています。 

本申請の施設利用については、■■■■■■■■■■■と

して 6名の利用者が■■■■■■■■■の整備です。 

本申請地の選定にあたっては、近隣農地を候補として隣接

する農地を候補地としたが、所有者の同意等が得られない

などの理由。また、東隣の■■宅も施設利用していること、

隣接する農地への営農にも影響がないことから本申請地に

決定した。 



土地利用における有効性等、妥当と考える。 

  【資金】土地代 500万円、造成費 200万円、建築費 2000万円 

    合計 2700万円 借入金 2700万円で賄う。 

  【期間】令和 6年 9月～令和 7年 3月 

  【造成】なし 

  【排水】雨水：自然浸透 

 汚水：合併浄化槽を設置し、処理水を地先水路へ放流。 

  【他法令許可】なし 

  【水利】管理する該当水利組合がなく、自己管理していく。 

  【隣接同意】必要なし 

    

 

  続いて、議案第 4号-1と議案第 3号-2が関連ですので、併せて説明します。 

議案第 4号-1の農地法第 5条事業計画変更 

 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■ 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： なし 

 申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 用途   ： 非農家の自己住宅 

 施設の概要： Ｈ24年 7月 26日 24農政第 200（4）64号として香川県許可を

受けて施行されたもので、 

変更前（許可内容） 

住宅 2階建て 1棟 72.2㎡、車庫平屋建て 1棟 19.2㎡  

合計 91.4㎡ 

変更後（施工後） 

住宅 2階建て 1棟 134.98㎡、物置平屋建て 1棟 5.74㎡、ｶｰﾎﾟｰﾄ平

屋建て 1棟 38.65㎡ 合計 179.37㎡ 

 申請事由 ： 非農家の自己住宅 

 説明   ： 【理由】 申請人はＨ24年に父親の農地の一部を使用貸借し非農家 

の自己住宅等を計画し申請しました。 

Ｈ25年 3月から造成する際、当初の建築計画の際に搬入予定であ 

った家財道具が実際には増加したこともあり、設計プランの内容 

が農振除外・5条申請の内容と異なった大規模な新築建物になっ 

てしまいました。その結果、駐車場の確保等の必要性が生じ、周 

辺農地を宅地として造成し、別途カーポート・物置の設置を行う 

に至り、今回申出の内容である現在の状況になってしまいました。 



本申請地において未申請のまま造成に着手してしまっていること 

を反省し、適切な手続きを行うことの始末書が添付されています。 

  【資金】 

  【期間】平成 25年 3月 1日～平成 25年 7月 31日 

  【造成】 

  【排水】雨水：自然浸透 

    汚水：合併浄化槽を設置し、処理水と雨水を西川水路へ放

流。 

  【他法令許可】なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■の同意 

  【隣接同意】隣接農地なし 

 

議案第 3号-2 

 

 地図・図面： ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■ 

 地種   ： 第 2種農地 

 併用地  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 申請者  ： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 用途   ： その他（敷地拡張） 

 施設の概要： 申請地：■■■■■■ 

物置平屋建て 1棟 5.74㎡、ｶｰﾎﾟｰﾄ平屋建て 1棟 38.65㎡ 

併用地：■■■■■■ 

住宅 2階建て 1棟 134.98㎡ 

 申請事由 ： 非農家の自己住宅 

 説明   ： 【理由】事業計画変更と同様。 

  【資金】 

  【期間】平成 25年 3月 1日～平成 25年 7月 31日 

  【造成】 

  【排水】雨水：自然浸透 

    汚水：合併浄化槽を設置し、処理水と雨水を西川水路へ放

流。 

  【他法令許可】なし 

  【水利】■■■■■■■■■■■■■の同意 

  【隣接同意】隣接農地なし 

 

以上、議案第 3号、議案第 4号についてご審議のほどよろしくお願い致します。 

 



議長 

議案第 3号及び、議案第 4号についてご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

   続きまして、議案第 5号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 5号、相対による利用権設定について、説明します。 

 

議案第 5号-1 

所在：  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

利用権： 賃貸借権 

貸付人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人： ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

借受人経営面積： 8,258.26㎡ 

利用目的： 水稲 

賃料： 年間 10ａ当り 5,000円 

期間： R6.8.1～R9.7.31（3年間） 

 

以上、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 

議案第 5号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長 

   続きまして、議案第 6号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

議案第 6号、農地機構を通じた利用権設定です。P.8～P.14をご覧ください。 

契約件数：  13件  合計  30,330㎡ 

新規契約：  1～4番、6～8番、11～13番   10件  26,516㎡ 



更新、再貸付契約：  5番、9～10番       3件  3,814㎡ 

変更契約：  なし 

貸付先としましては、1 番を■■■■■へ、2～3 番を■■■■■■■■■■■へ、4 番を■■

■■■へ、5 番を■■■■■へ、6～7 番を■■■■■■■■■■■■■■■へ、8 番を■■■

■■■■■■■■■■へ、9～10番を■■■■へ、11番を■■■■■へ、12～13番を■■■■

■■■■■■■■■へ貸し付けるものです。 

 

以上、審議のほどよろしくお願いします。 

 

 

議長 

議案第 6号についてご質問はございませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

 

議長  

続きまして、報告第 1号について事務局より説明を願います。 

 

事務局 

報告第１号、農地法第 18条の規定による合意解約の届出について説明します。今月は 6件で

す。 

 

報告 1－1 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：高松市仏生山町 公益財団法人 香川県農地機構 

申請地：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

解約日：令和 6年 6月 15日 

説 明：転用目的による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

報告 1－2～5 

賃貸人：2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

    3  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

    4  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

    5  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：高松市仏生山町 公益財団法人 香川県農地機構 



申請地：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

解約日：令和 6年 6月 20日 

説 明：耕作者変更による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

報告 1－6 

賃貸人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

賃借人：■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

転貸人：高松市仏生山町 公益財団法人 香川県農地機構 

申請地：■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

解約日：令和 6年 6月 30日 

説 明：耕作目的による利用権の解約で、離作補償はありません。 

 

以上です。よろしくお願いします。 

    

議長 

報告第 1号について、ご質問はありませんか。 

 

委員一同 

   なし 

 

議長 

以上ですべての議案についての説明、質疑が終了しました。 

それでは、採決に入ります。本日提案された第１号議案から第 6号議案について、原案通り賛成

する方の挙手を求めます。 

 

委員一同 

   全員挙手 

 

議長 

   全員の方の挙手をいただきましたので、議案はすべて承認されました。以上で本日の日程はすべ

て終了しました。ありがとうございました。 

 

職務代理 

本日も各委員さんのご協力により定例農業委員会が無事終了致しました。慎重なご審議ありがと

うございました。それでは、第 4回定例農業委員会を閉会いたします。 

 

 

午前 11時 10分  閉会 

 



 

  



 

議事録署名人  

 

 

議 長                                 

 

 

 

委 員                                 

 

 

 

委 員                                 

 

 

 

 

 


